
1 

 

CPA-R8-1008 号 

2026 年５月８日 

 

特定非営利活動法人 

チーズプロフェッショナル協会 

会長 坂上あき 

 

 

令和８年度「国産チーズ競争力強化支援対策事業」に関する 

事業協力者の募集について 

 

 

特定非営利活動法人チーズプロフェッショナル協会(以下、C.P.A.)では独

立行政法人農畜産業振興機構「令和８年度国産チーズ競争力強化支援対策

事業（ブランド化対策・消費拡大対策）」に関する事業協力者を募集します。 

事業への協力を希望される方は下記に従いご応募ください。 

 

記 

 

第1 趣旨 

    NPO 法人チーズプロフェッショナル協会（以下、C.P.A.）では、独立

行政法人農畜産業振興機構「令和８年度国産チーズ競争力強化支援対策

事業」を活用して国産チーズの競争力を高めるとともに国産チーズのブ

ランド化対策および消費拡大対策として、海外のチーズコンテストへの

出品および付随する展示会に出展および国内における国産チーズの PR イ

ベントや報告会等の施策を実施することとしている。本事業を効果的・

効率的に実行するため、事業協力者を募集する。 

 

第2 募集対象となる事業 

国産チーズ競争力強化支援対策事業のうち次の施策とする。 

１． ブランド化対策・消費拡大対策 

 

第3 事業の期間 

2026 年 4 月１日から 2027 年 3 月 31 日 
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第4 対象事業の内容と事業費 

１） Japan Cheese Awards 2026 に係る運営業務 

２） World Cheese Awards 2026 に付随する展示会に係る運営業務 

３） 国内での国産チーズ消費拡大対策に係るインターネット及びメ

ディア向けの PR 関連業務 

４） 国産チーズ展示試食会に係る運営業務 

詳細は別紙「仕様書」を参照のこと。 

 

第5 応募資格 

本事業を実施する経験及び能力を有し、業務及び経理等について適切

かつ効率的な管理体制をもつ法人であること。 

 

第6 応募手続 

1． 募集期間 

2026 年５月 8 日(金)午後 0 時から 2026 年５月 15 日(金)午後５時まで 

 

2． 応募方法 

別紙「事業協力参加表明書」により、応募する事業に関する企画提案

書等を応募期間中に電子メールにて提出すること。  

（補足） 

「企画提案書等」とは 企画提案書・見積書・会社概要・実績紹介を

いう。 

 

3． その他 

応募に係る費用は一切支給しないものとする。 

 

第7 企画提案書 

1． 企画提案書は以下の項目について記載すること。 

書類の様式等は定めないが、企画提案書は A４版 10 ページ程度に

取りまとめることとする。(見積書・会社概要・実績紹介は含めない) 

(1) 実施計画、実施方法及び実施体制 

応募する事業の実施計画・内容・スケジュール等を記述する

こと。また社内の実施体制、責任者、必要に応じて主要なスタ
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ッフ及びライター、パートナー会社等を明確にすること。 

(2) 事業に必要な経費及びその積算内訳(見積書) 

 企画費・管理費等については、企画及び管理に必要な作業量

やその単価等合理的根拠を明確にすること。 

(3) 関連事業の実績 

応募する事業に類似する実績があれば記載すること。 

 

2． 提出された企画提案書は次の通り取り扱う。 

(1) 企画提案書は返却しない。 

(2) 企画提案書は本事業にかかる事務手続以外の目的に使用しない。 

 

第8 事業協力者の選定等 

1. 事業協力者の選定は、C.P.A.内の審査で決定する。なお審査を行う上

で必要があるときは応募者に対し企画提案書の内容について説明を

求めることがある。 

2. 選定の基準は①企画内容、②価格の順に選定することとする。 

3. 選定結果は 2026 年５月 18 日(月)に全ての応募者に電子メールを用いて

通知する。 

 

第9 事業実施等 

事業実施内容は C.P.A.の事業計画及び予算を踏まえ、C.P.A.と事業協

力者間で協議のうえ、決定する。 

 

第10 費用の支払い 

実施した事業に係る費用は、事業終了時に発行される請求書に基づい

て C.P.A.が支払う。但し事業者への支払日は、C.P.A.と独立行政法人農

畜産業振興機構との間で補助金精算が完了（C.P.A.口座への着金）した

日から５営業日以内とする。 

 

第11 応募・照会等窓口 

本公募事業への応募は下記メールアドレス宛必要書類を添付の上、お

送りください。またお問い合わせについても下記メールアドレスで受け

付けています。 info@cheese-professional.com 担当：中島 

以上  

mailto:info@cheese-professional.com
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別添１ 

仕 様 書 

 

１ 協力会社公募にかかる事業内容は以下のとおりとする。 

 

１） Japan Cheese Awards 2026（以下 JCA）に係る運営業務 

① JCA の運営 

日時： 10 月 9 日(金) 設営 

    10 月 10 日(土)一次審査 

    10 月 11 日(日)グランプリ審査／結果発表・授賞式 

場所： ベルサール六本木（一次審査・グランプリ審査） 

東京都港区六本木 7-18-18 住友不動産六本木通ビル 1F 

    六本木ヒルズアリーナ（結果発表・授賞式） 

東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ内  

内容： 

・会場設営（一次審査、グランプリ審査）及び審査集計等運営業務 

・結果発表、授賞式等運営業務 

・出品情報等のホームページおよび SNS 制作・配信業務 

・メディアプロモート業務 

 

２） World Cheese Awards 2026（以下、WCA）出品に係る運営業務 

① WCA コンテスト 

日時：2026 年 11 月 12 日（木）審査 

場所：Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba 

（スペイン、コルドバ） 

・現地での出品チーズ情報の収集 

・Cheese-Fun.jp サイト内での出品チーズ情報発信ページの制作 

・国内メディアへの PR  

・審査員、有識者コメント収集 

 

② WCA に付随する展示会 

日時：2026 年 11 月 12 日（木）～15 日（日） 

場所：Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba 

（スペイン、コルドバ） 
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・展示ブース運営（来場者アンケートを含む） 

・展示ブース関連資材等制作 

・広報資材制作 

・効果検証のための数値計測業務 

 

３） 国内での国産チーズ消費拡大対策に係るインターネット及びメディア

向けの PR 関連業務 

① インターネット WEB サイト「Cheese Fun！」ページの制作 

・JCA、WCA に係る情報ページの制作（新規・更新） 

・国内展示試食会に係る情報ページの制作（新規・更新） 

・上記に関連する国産チーズの価値訴求、消費喚起に関する情報ペー

ジの制作（新規・更新） 

・効果検証のための数値計測業務 

 

② メディア向け PR 活動業務 

・本事業（ブランド化対策・消費拡大対策）関するプロモート活動 

・メディア露出成果の収集 

・効果検証のための数値計測 

 

４） 国産チーズ展示試食会に係る運営業務 

① （仮称）日本の銘チーズ百選 

日時： 10 月 9 日(金) 設営 

    10 月 10 日(土)本番１日目 

    10 月 11 日(日)本番２日目／撤去日 

場所： 六本木ヒルズアリーナ 

東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ内  

・企画制作運営業務（設営から撤去まで） 

・集客対策・チケット販売業務 

・メディアプロモート業務 

・ステージコンテンツ企画制作運営業務 

・効果検証のための数値計測 
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２ 事業運営業務にあたっての留意事項  

(1) 業務の遂行にあたっては C.P.A.と十分な意思疎通を図りながら行う必要

がある。 

(2) 海外チーズコンテストやその他の要因により実施内容を大きく変更する

場合は、請負金額の変更を行う場合がある。 

 

３ 予算（税抜） 合計 100,000 千円以内 

１）Japan Cheese Awards 2026 （以下、JCA）に係る運営業務 

① JCA の運営業務  

２）World Cheese Awards 2026（以下、WCA）出品に係る運営業務 

① WCA コンテスト 

② WCA に付随する展示会 
 

３）国内での国産チーズ消費拡大対策に係るインターネット及びメデ

ィア向けの PR 関連業務 

① インターネット WEB サイト「Cheese Fun！」ページの制作  

② メディア向け PR 活動業務  

４）国産チーズ展示試食会に係る運営業務 

① （仮称）日本の銘チーズ百選  

※ 上記予算は、令和８年４月３０日に独立行政法人農畜産業振興機構へ

申請した金額であり、確定金額ではない。 

※ 協力会社決定通知後に実施内容及び予算の変更を行う場合がある。 

 

以上 

 


